
千葉市基本計画第2次実施計画事業（案）
千葉市基本計画で示したまちづくりの基本方針の実現に向けた、具

体的な取り組みを示す第2次実施計画（2026〜2028年度）の事業案
を作成しました。
ぜひ、皆さんの意見をお聞かせください。
詳しくは、 千葉市基本計画第2次実施計画　

　案 の 公 表　10月31日㈮
　案の公表場所　�ホームページで。政策企画課、行政資料室、区役所

総務課、市図書館でもご覧になれます。
　意見の提出期間　10月31日㈮～11月14日㈮
　意見の提出方法　�郵送または直接持参、FAX、Eメールで。障害や高

齢などでこれらの方法での提出が困難な方は、担当
課へお問い合わせください。

　意見概要の公表　�12月を予定。氏名、住所などの個人情報は公表しま
せん。なお、個別の回答は行いません。

意見の提出先など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、案の
公表場所でご確認ください。
問政策企画課 ☎245-5046 FAXFAX245-5534 
　Eメールkikaku.POC@city.chiba.lg.jp

現在、市内在住の全世帯を対象に国勢調査を実施しています。国勢

あなたの「働く」を応援します‼
賃金未払い、労働条件や職場のトラブルなどの相談
専門の相談員がケースに応じたアドバイスや専門窓口を案内します。
労働相談窓口（中央区中央2-5-1千葉中央ツインビル2号館8階）
☎216-2010 Eメールroudou@chibashi-sangyo.or.jp
9：00～17：00（受け付けは16：00まで）
＊第４月曜日を除く。土･日曜日は電話･Eメールでの相談のみ

就職活動全般の相談、就職に係る生活･福祉･住宅の情報提供
ふるさとハローワークいなげ（稲毛区役所内） ☎284-6360
ふるさとハローワークみどり（緑区役所内） ☎292-8655
平日9：00～17：00。電話またはEメールchibashi-fhw@os.persol-bd.co.jp（必要事

項15面のほか、相談内容を明記）で予約も可。オンライン相談も実施。詳しくは、
千葉市　ふるさとハローワーク

労使間の解雇･パワーハラスメント･労働条件の不利益変更などのトラブル解決の
あっせん
労働委員会が仲裁し、労使双方の歩み寄りによる円満解決を目指します。

問県労働委員会 ☎223-3735 FAXFAX201-0606

再就職のための公的職業訓練
離職した方が次の仕事に就くために、新しい技能や技術を身に付けスキルアップ

を図るための職業訓練と就職支援を行います。
問高度ポリテクセンター ☎296-2663 FAXFAX296-2589

千葉県最低賃金　1,140円（10月3日㈮から）
詳しくは、 千葉労働局　

問千葉労働局 ☎221-2328 FAXFAX221-4408

運送業･建設業･製造業･自動車整備業への就労支援
資格習得費用（教習･講習代、テキスト代、受験費用な

ど）の2分の1（上限15万円）を補助します。
対　　象　�対象となる免許を取得後に、市内の運送事

業者、建設事業者、製造業者または自動車
整備業者に就職する方（ただし免許取得時
点で前記事業者に従事していないこと）。

　主な免許・資格　・�自動車＝第一種（大型･中型＊･準中型＊）、
第二種（大型･普通）＊限定解除を含む

　　　　　・�電気＝第二種電気工事士、第一～三種電
気主任技術者

　　　　　・�その他＝フォークリフト、クレーン関係
免許など

免許を取得してから1年以内に申請が必要です。対象
資格や申請方法など詳しくは、 千葉市　資格取得支援　

トラック運転体験会･マッチング会
運送企業への就職を応援するための、中型トラックの

運転体験および市内運送企業との面談会を行います。
日　　時　�11月26日㈬10：00～13：10、13：30～

16：40
会　　場　�Katsumata Mobility Labo（美浜区新港

189）
対　　象　�自動車運転免許（種類不問）を持っている方
定　　員　各先着6人
申込方法　11月7日㈮までに電子申請で。

問雇用推進課 ☎245-5278 FAXFAX245-5558

救急医療功労者の表彰
永年にわたり本市の休日などの救急医療に尽力された方を表彰

し、その功労をたたえました。� 敬称略

問医療政策課 ☎245-5210 FAXFAX245-5554

中�央区　中村信（中村内科クリニック）、若杉宏明（若杉こどもクリニック）
花見川区　山本秀文（朝日ヶ丘医院）
稲毛区　椎名達也（しいなクリニック）
若葉区　清宮美香（清宮医院）
緑区　山田善重（内科･循環器内科やまだクリニック）
美�浜区　德山隆彦（とくやまクリニック）、前田陽一郎（まえだ耳鼻咽喉科）

国勢調査の回答はお済みですか？ 市民意見募集
調査は、統計法で回答が義務付けら
れています。調査票は、9月20日㈯
から順次配布します。10月8日㈬
までに忘れずにご回答ください。
国勢調査とは
国内の人口･世帯の実態を把握し、各種行政施策、その他の基礎資料

を得ることが目的です。調査の結果は、少子・高齢化関連施策、地方交
付税の算定、防災計画など国や市の各種行政施策において利用されま
す。また、企業による製品･サービスの需要予測、店舗の立地計画な
ど、皆さまの生活に幅広く利用されています。
回答方法
インターネット（推奨）

　�　調査票と一緒に配布される「インターネット回答依頼書」に記載
の二次元コードから回答できます。インターネットで回答された方
は調査票の提出は不要です。
郵送
　調査票と一緒に配布される封筒に入れて投函。
調査員による回収
　調査票配布時に調査員にお申し付けください。
詐欺や不審な調査にご注意ください‼
この調査で銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号を聞くこ

とは絶対にありません。また、金銭を要求することもありません。調
査員は調査員証を携帯しています。
問国勢調査コンタクトセンター（調査･回答方法について）
　☎0570-02-5901（IP電話は☎03-6628-2258）
　区役所総務課（調査票の不備･調査員の再訪問依頼について）

中　央 ☎221-2104 FAXFAX221-2159　花見川 ☎275-6191 FAXFAX275-6719
稲　毛 ☎284-6104 FAXFAX284-6149　若　葉 ☎233-8121 FAXFAX233-8162
　緑　 ☎292-8104 FAXFAX292-8158　美　浜 ☎270-3121 FAXFAX270-3191

特に記載がない場合、対象は市内在住･在勤･在学の方、1日から申し込み受け付け、応募多数の場合抽選、料金は無料。
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